
接続約款変更認可申請書  

束相制舞06－竜79号  

平成19年2創雫日  

総務大臣  

菅 義偉殿   

郵便番号 163叩8019  
とうきょうとしんじゅくくにししんじゅく喜んちょうめ  

住所  東京都新宿区西新宿三丁目19－2  

名称及び代表者の氏名  

ひがしにっぼんでんしんでんわかぷしきがいしゃ  

東日本電信電話株式会社  

たかぺとよ  

代表取締役社長 高部豊  

登録の番号及び年月日  

第233号  平成16年4月1日  

電気通信事業法第33粂第2項の規定により、別紙のとおり接続約款の変更の  

認可を受けたいので申請します。   



電気通信事業法第33条第2項に基づく第「種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正   

（接続申込みの承諾）  

第22条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の各号の場合を除き、その接続申込み   
を受け付けた順番に従って別表3（様式）様式第13の書面「こより承諾します。  

（1）電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき（接続申込者が、社団法人情報通信技  
術委員会（以下「TTC」といし＼ます。）においてスペクトル適合性が確認されていない伝送システ  

ムにより接続しようとするときを含みます。）。  
（2）その接続により当社の利益を不当に害するおそれがあるとき。  
（3）接続申込者が接続「こ閲し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき（第72条の  

2（期限の利益喪失）卿号に定める事由のいずれかが発生したときを  
含み、接続申込者が接続に閲し負担すべき債務の履行が担保されたときを除きます。以下、第75条  

の2（預託金等）及び第97条（承諾の限界）において同じとします。）。   

（4）接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であると  

き。  
2～3（略）  

（接続用設備の設置又は改修の申込みの承諾〉  
第25条 当社は、第23条（接続用設備の設置又は改修の申込み）に規定する接続用設備の設置又は改修   

の申込みがあったときは、次の各号に定める場合を除いて、その申込み（加入者交換機等接続回線設置   
等工事の申込みを含みます。）を承諾します（接続用設備の設置又は改修が必要でない場合は、その旨   

を接続申込者（協定事業者を含みます。以下この節ーこおいて同じとします。トに通知します。）。  

（1）～（4）（略）  

2～4（略）  

（接続用ソフトウェアの開発の承諾）  

第31条 当社は、接続申込者から、前条の接続用ソフトウェアの開発の申込みがあったときは、その中   
込みを承諾します。   

（接続車込みの承諾）  

第22条 当社は、前条に規定する接続申込みがあったときは、次の各号の場合を除き、その接続申込み   
を受け付けた順番に従って別表3（様式）様式第13の書面により承諾します。  

（1）電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき（接続申込者が、社団法人情報通信技  
術委員会（以下「TTC」とし＼し＼ます。）においてスペクトル適合性が確認されていない伝送システ  

ムにより接続しようとするときを含みます。）。  

（2）その接続により当社の利益を不当に害するおそれがあるとき。  
（3）接続申込者が接続に関し負手旦すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき（第75条の  

3（債務の履行の担保）第1項各号に定める事由のし＼ずれかが発生したときを含み、接続申込者が接  

続に関し負担すべき債務の履行が担保されたときを除きます。以下、第97条（承諾の限界）におい  
て同じとします。）。   

（4） 接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であると  
き。  

2～3（略）  

（接続用設備の設置又は改修の申込みの承諾）  
第25条 当社は、第23条（接続用設備の設置又は改修の申込み）に規定する接続用設備の設置又は改修   

の申込みがあったときは、次の各号に定める場合を除いて、その中込み（加入者交換機等接続回線設置   

等工事の申込みを含みます。）を承諾します（接続用設備の設置又は改修が必要でない場合は、その旨   

を接続申込者に通知します。）。  
（1）～（4）（略）  

2－4（略）  

（接続用ソフトウェアの開発の承諾）  

第31条 当社は、持続申込者から、前条の接続用ソフトウェアの開発の申込みがあったときは、豊里卓   
込みに係る第21㈱若しない場合を除き、その中込み   
を承諾します。  

（守秘義務〉  

第47条 当社及び協定事業者は、接続にあたり相互に知り得た当社又は協定事業者の技術上、経営上及   
びその他一般に公表していない事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。  
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。  

（1）～（6）（略）   

j旦 第75条の3（債務の履行の担保）第1項第4号に規定する信用評価機関に、第購条の3（情報  
の提出）の規定により接続申込者が当社に提出した情報を開示する場合   

（守秘義務）  

第47条 当社及び協定事業者は、接続にあたり相互に知り得た当社又は協定事業者の技術上、経営上及   
びその他一般に公表してし＼ない事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。  
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。  

（1）－（6）（略）  



」情報の提出）  第48坤   
それがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあります。  

旦」打項の規定によ卿   

のとして当社が別に定める情報の提出を求められた接続申込者は、その情報を書面により速やかに当社   

」■慣四日盟■ロ弱冠6日盟跳ロー白顎珂  

（接続の停止）  

第60条 当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に規定する期間、この約   

款に基づき締結した協定に係る接続を停止することがあります（表中買2欄の場合において、新たな接   
続申込みに限り債務の履行の担保を要するときは、既存の接続を停止することはないものとします。）。  

（接続の停止）  

第60条 当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に規定する期間、この約   
款に基づき締結した協定に係る接続を停止することがあります。  

区  別   期   間   

（1）接続に係る料金その他の債務（この約款の規定により、  その料金その他の債務が支払わ   
支払いを要することとなった接続に係る料金、エ事又は手  ．れるまでの間  
続きに関する費用、建設請負契約に基づく負担額、預かリ   
保守等契約等に基づく負担額、光信号引込等設備に係る負   
担額又は割増金等の債務をいいます。以下同じとします。）   
について、支払期日の経過後、なおその支払いがないとき。   

」呈L第47条（守秘義務）又は第51条（維持責任）その他こ  その違反の事由が解消されるま   
の約款の規定に違反したとき。   での間   

区  別   期   間   

（1）接続に係る料金その他の債務（この約款の規定により、  その料金その他の債務が支払わ   
支払いを要することとなった接続に係る料金、エ事又は手  れるまでの問   
続きに関する費用、建設請負契約に基づく負担額、預かり   
保守等契約等に基づく負担額、光信号引込等設備に係る負   
担額又は割増金等の債務をいし＼ます。以下同じとします。）   

について、支払期日の経過後、なおその支払いがないとき。   

（2） 第75条の2（債務の履行の担保に係る協議中入れ）に  債務の履行の担保が行われるま  

王空運  規定する協議により接続申込者が当社に対して約した債   
務の履行の担保について期日までに行われないとき。   

（3）第75条の3（債務の履行の担保）第1項若しくは第4項  債務の履行の担保が行われるま  
王旦置  に規定する債務の履行の担保について当社が定める期日   
までに行われないとき。   

」旦L第47条（守秘義務）又は第51条（維持責任）その他こ  その違反の事由が解消されるま   
の約款の規定に違反したとき。   での間   

2 当社は、前項の規定により接続を停止するときは、過脚書面により、その理   
由、接続の停止をする日及び期間を協定事業者に通知します。ただし、協定事業者の所在が不明（電話、   

郵送及び現地調査によってもなお協定事業者と連絡できない状態をいいます。以下同じとします。）で   
あるときは、当社が協定事業者から通知されている住所等への再度の書面の郵送をもって、その通知を   
行ったものとみなします。  

2 当社は、前項の規定により接続を停止するときは、協定事業者に対して書面により、その理由、接続   
の停止をする日及び期間を接続の停止の30日前までに、卿肖   

費税相当額を加算した額をいいます。即事止の解除   
に要する費用に消費税相瑚を接続の停止ま   
王⊆通知します。ただし、協定事業者の所在が不明（電話、郵送及び現地調査によってもなお協定事業   
者と連絡できない状態をいいます。以下同じとします。）であるときは、当社が協定事業者から通知さ   
れている住所等への再度の書面の郵送をもって、その通知を行ったものとみなします。  

旦」森定事業者は、当社が買1項瑚既算額を支払う   
ことを要するものとし、接続の停止を解岬計こは、接続停止解除費用の概算観を支払う   
主とを要するものとします。  

旦 第1項の規定により接続を停止した場合において、その接続の停止の理由となった事実が解消された   

ときは、当社は、その接続の停止を速やかに（接続の形態や規模によっては期間を要する場合があり、   
その期間を要することについて、当社の責めに帰すべき事由はないものとします。）解除します。ただ   

し、卿、ったときは、この限り   
ではありません。  5朝里鎧鼻豊玉   
うものとします。  

旦 第1項の規定により接続を停止した場合において、その接続の停止の理由となった事実が存在しなか   
った等専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであったときは、当社は協定事業者に対し、その接続   
の停止により発生した損害を賠償するものとします。   

旦 第1項の規定により接続を停止した場合において、その接続の停止の理由となった事実が解消された   

ときは、当社は、その接続の停止を速やかに（接続の形態や規模によっては期間を要する場合があり、   
その期間を要することについて、当社の責めに帰すぺき事由はないものとします。）解除します。  

生 第1項の規定により接続を停止した場合において、その接続の停止の理由となった事実が存在しなか   
った等専ら当社の責めに帰すぺき事由によるものであったときは、当社は協定事業者に対し、その接続   
の停止により発生した損害を賠償するものとします。  

2  



（工事又は手続き等の停止及び中止）  
第61条の2 当社は、接続申込者の責めに帰すべき事由により当社の業務遂行上著しい支障を及ぼすと   

認められる事実が発生したとき又は第72条の2（期限の利益喪失）第1項第1号から第5号若しくは   
第旦号に定める事由のいずれかが発生したとき（接続申込者が接続に閲し負担すべき債務の履行が担保   
されたときを除きます。）は、接続申込者から請求等されたエ事又は手続き等（エ事若しくは手続き、   
接続用設備の設置若しくは改修、接続用ソフトウェアの開発、接続に必要な装置等の設置若し〈は保守   
の請負又は接続に必要な装置等の設置に係る周辺設備等の設置若しくは改修をしヽいます。以下同じとし   

ます。）を停止することがあります。この場合には、その理由を書面により接続申込者にあらかじめ通   
知します。  

2～4（略）  
5 第60条（接続の停止）第＿旦項の規定は、第1項又は第3項の場合に準用します。  

（期限の利益喪失）  

第72条の2 次の各号に定める事由のし＼ずれかが発生したとき（第4号、第6号又は第7号に該当する   
場合にあっては、接続に閲し負担すべき金額の支払し1を怠るおそれがないことを接続申込者が明らかに   
したときを除きます。）は、接続申込者は、当社に対して負担する接続に係る料金その他の債務の全て   
について、当矧こ期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければなら   
ないものとします。   

（1）（略）  

（2）接続申込者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理  
手続の申立てがあったとき。  

（3）～（7）（略）  

（エ事又は手続き等の停止及び中止）  

第61条の2 当社は、接続申込者の責めに帰すべき事由により当社の業務遂行上著しい支障を及ぼすと   
認められる事実が発生したとき又は第60条㈲州こ該当すると   
き若しくは第72条の2（期限の利益喪失）第1項第1号から第5号、第B号若しくは第旦号に定める   

事由のいずれかが発生したとき（接続申込者が接続に閲し負担すべき債務の履行が担保されたときを除   
きます。）は、接続申込者から請求等されたエ事又は手続き等（エ事若しくは手続き、接続用設備の設   
置若しくは改修、接続用ソフトウェアの開発、接続に必要な装置等の設置若しくは保守の請負又は接続   
に必要な装置等の設置に係る周辺設備等の設置若しくは改修をいいます。以下同じとします。）を停止   
することがあります。この場合には、その理由を書面により接続申込者にあらかじめ通知します。  

2～4（略）  
5 第60条（接続の停止）第旦項の規定は、第1項又は第3項の場合に準用します。  

（期限の利益喪失）  

第72条の2 次の各号に定める事由のいずれかが発生したとき（第4号、第6号又は第7号に該当する   
場合にあっては、接続に閲し負担すべき金紋の支払いを怠るおそれがないことを接続申込者が明らかに   

したときを除きます。）は、接続申込者は、当社に対して負担する接続に係る料金その他の債務の全て   
について、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければなら   
ないものとし、卿、期限の定めのなし、ものと   

上ます。  

（1）（略）  

（2）接続申込者について破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく  
倒産処理手続の申立てがあったとき。  

（3）～（刀（略）  （8）㈲  
損傷させ若し聴  

（旦）（略）  

2（略）  

第6節の2 頃務の履行の担保  

（債務の履行吸堕顔に係る曝書義申入れ等）  

第75条の2 接続申込者が接続に関し負担すべき金鶴の支払いを怠るおそれがないと当社が判断旦皇室   

吐皇は、接続申込者が接続に閲し負担すべき金銀の履行を確保するために必要な範囲内で、当社は接   

続申込者に対して預託金の預け入れ等により債務の履行を担保するよう協議を申し入れることができ   
るものとします。  

2 接続申込者が、前項に規定する協議の申入れに応じない場合又は前項に規定する協議により接続に閲   
し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合（前項に規定する協議により接続   
申込者が当社に対して債務の履行の堰保委約した場合及び次条第1項各号の㈱場今   

季除きます。）は、当社は、接続申込者に対して、当社が定める期日吉でlこ、預託金の預け入れ又は金   
融機関等（当社が承認した者に限ります。以下同じとします。）の債務僻動こより、接続申込者が接俄   
j三匪＿卵（次条第2項力、ら第4項lこ規定する鞄墜皇   
超えないものとします。）で、債務の履行を担保するよう求めるものとします。   

（阜）（略）  

2（略）  

第6節の2 退廷重量   
（預託金考）  

第75条の2 接続申込者が接続に閲し負担すべき金額の支払いを怠り、御上呈は、   

接続申込者が接鰍こ関し負担すべき金槌の履行を確保するために必要な範囲内で、当社は接続申込者に   
対して預託金の預け入れ等により債務の履行を担保するよう協議を申し入れることができるものとし   
ます。  

3  



J贋務の履行の担保）  

茎75条町し」睾続申込者は、次の堅塁⊆屋める事由拠1軸巨象呈ふ。－N＿当社垂、ら請求を受任た史旦旦ヱ  
当社が定める期日までに、預託金の預  け入れ又は金融機関等の債務保証に  ；▲盟上皇聖壬竺豊   

低堕些贋立皇迫保することを要するtl史上 
且」脚  

榊と皇   
脚と豊  
（3）閲あるとき  
（4）当社が指定する信用評価機関馳  

別に定める基準に該当するとき  

脾こ合理的な理由なく応  
じないとき  

即）その他前各号lこ準ずる合理的な事由があるとき  

享子 
盤が計算して接続申込者に請求するものとします。）とします。  ㈱ケ月分lこ相当する   

卿であると当   

丑岬皇重   
工J＿  
世間第3項又は第4項の規定lこ基づき   

接続申込者が負担すべき網改造料に相当する積卿らの網改造料の支払いに応じて減模す  
るものとしますJ  

3㈱請求した場合には、その接続申込   
者が負担すべき工事費及び手続真の額並びに建設碍負契約等に基づく負岬引こよる   

ものと重複する部分を除き、当社が計算して接続申込者に請求するものとし吉す。以下この項において  

「工事費等」といいます刺   
前払穂と実績額に差額が竺じたときは、脚  
旦㈱求した場合lこは、協定が消滅す   

るとした場醐   

要する費用の額並びに接続申込者の接続に必要な装置等を撤去するた卿2   
項各号及び前項の規定によるものと重複する部分を除きます。）に相当する額（当社が計算して接続申   
込者に請求するものと附こ、預言モ金の預け入れ又は金融機関   

等の債務保証により、問  

旦瑚   
町割こついて∴第1卑各号「こ定める事由のし、ずれlこ   
も該当しないことを確認できたとき、又はその接続申込者が、第1項各号のいずれにも該当しないとす  
る根拠を示し、㈱しないこととなる  
ものとし、当社は預け入れられた預託金の返還等を行うものとします。ただし、期間満了時において、   
当社が、聯とを確認できな   

いときは僻   
ものとします。  

御璽選互歩める琴合は、‡妾続申込者ー主そ些些虚皇室国是皇旦  
通知する抑  
L」蛸享利息をイ寸さないものとしますL   






